
あいちトリエンナーレのあり方検証委員会設置要綱 

（目的） 

第１条  あいちトリエンナーレについて、県及び実行委員会等の関係団体における企

画、準備、実行の体制、公金を使った芸術作品の展示、芸術活動への支援、開催時

の危機管理体制、対外コミュニケーション等のあり方を、客観的・専門的見地から

総合的に検証するとともに、今後の類似イベントの充実・改善に向けた意見を聴取

する等のため、あいちトリエンナーレのあり方検証委員会（以下、「検証委員会」と

いう。）を置く。 

２ 検証委員会は、あいちトリエンナーレ及び今後の類似イベントの開催に関する改

善策等をとりまとめ、その結果を知事に提言する。 

（構成） 

第２条 検証委員会は、別表に掲げる委員により構成する。 

（座長） 

第３条 検証委員会に座長及び副座長を置く。 

２ 座長は検証委員会を統括し、検証委員会の会議の進行管理にあたる。 

３ 副座長は座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（委員の権利義務） 

第４条 委員は、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第３条に規定する一般職又

は特別職の地方公務員には当たらず、第三者的立場から自由に意見を述べることと

する。 

２ 委員は、この会議に関する活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（会議の公開等） 

第５条 検証委員会は、座長が招集する。 

２ 検証委員会の会議は原則として公開する。 

３ 会議の傍聴方法等については、別途定める要領による。 

４ 会議録及び会議資料は、５年間保存するものとする。 

（事務局） 

第６条 検証委員会の庶務を処理するために事務局を置き、愛知県県民文化局県民生

活部県民総務課及び同局文化部文化芸術課が共管してこれに当たる。 

２ 事務局には事務局長を置き、県民文化局文化部長をこれに充てる。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検証委員会の運営に必要な事項は、別に定め

る。 

附則 

この要綱は、２０１９年８月９日から施行する。 



別 表 

あいちトリエンナーレのあり方検証委員会委員 

（五十音順、敬称略） 

氏 名 所属・職 

岩渕 潤子 
美術館運営・管理研究者、 

青山学院大学客員教授 

上山 信一 

（副座長） 
慶應義塾大学総合政策学部教授 

太下 義之 
文化政策研究者、 

独立行政法人国立美術館理事 

金井 直 信州大学人文学部教授 

曽我部 真裕 京都大学大学院法学研究科教授 

山梨 俊夫 

（座長） 
独立行政法人国立美術館 国立国際美術館長 


